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自転車駐車場における自動二輪車の受入れについて（通知）

各位におかれましては、日頃より自転車駐車場行政の推進に御尽力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

自動二輪車の駐車対策については、従前より、駐車場政策担当者会議等にお

いて、各位に対し、その推進を図られるよう周知を行ってきたところですが、

未だに不足しており、その充実が求められております。各位におかれては、自

転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（以

下「自転車法」という。）に基づく自転車駐車場の整備等の取組みが進められ

ているものと認識していますが、自転車駐車場における自動二輪車の受入れに

ついても積極的に進めていくことが必要と考えられます。

自転車法では自動二輪車は対象外とされていますが、各地方公共団体におい

ては、自転車駐車場の管理に関する条例等に自動二輪車を位置づける改正等を

行うことにより、自転車駐車場における自動二輪車の受入れが可能であり、ま

た、このような事例があること（別添事例紹介資料参照）について十分に御認

識いただくとともに、慢性的な自動二輪車の駐車場不足を解消する観点から、

自転車駐車場における自動二輪車の受入れを積極的に推進していただきますよ

う、宜しくお願い申し上げます。

なお、自転車駐車場における自動二輪車の受入れに当たっては、当該自転車

駐車場の構造、必要な設備等について、建築基準法、消防法等の関係法令への

対応が必要となる場合がありますのでご留意下さい（参考資料参照）。

以 上


